
発
見
し
た
り
し
た
場
合
は
、必
要
に
応
じ
、

障
害
者
の
一
時
保
護
や
支
援
を
行
い
ま
す

の
で
、
窓
口
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

通
報
者
、
相
談
者
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
。

❖
虐
待
の
種
類

【
身
体
的
虐
待
】
体
に
傷
や
痛
み
を
負
わ
せ

る
暴
行
を
加
え
る
こ
と
や
、
正
当
な
理
由

な
く
体
の
自
由
を
奪
う
こ
と

【
性
的
虐
待
】
無
理
や
り
（
ま
た
は
同
意
と

見
せ
か
け
）
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ

と
や
、
さ
せ
る
こ
と

【
心
理
的
虐
待
】
激
し
い
暴
言
を
浴
び
せ
た

り
、
拒
絶
的
な
態
度
を
と
っ
た
り
す
る
な

ど
し
て
、
心
を
傷
つ
け
る
こ
と

【
放
棄
・
放
任
】
食
事
や
入
浴
、
排
泄
な
ど

の
介
助
を
せ
ず
、
心
や
体
を
衰
弱
さ
せ
る

こ
と

【
経
済
的
虐
待
】
本
人
の
同
意
な
し
に
財
産

や
年
金
、
賃
金
な
ど
を
使
う
こ
と
や
、
不

利
益
を
与
え
る
こ
と

障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
・
バ
ス
電
車
券
・

元
気
パ
ス
購
入
助
成
券（
下
半
期
分
）交
付

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
１
・
２
級
の
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害

ま
た
は
１
級
の
内
部
障
害
が
あ
る
方
②
Ａ

判
定
の
知
的
障
害
が
あ
る
方
③
１
・
２
級

の
精
神
障
害
が
あ
る
方　

▼
手
続
き
に
必

要
な
も
の
＝
障
害
者
手
帳

◦
交
付
に
つ
い
て

▼
日
時
＝
平
成
27
年
３
月
31
日
（
火
）
ま

で
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

▼
場
所
＝
①

田
原
地
区
の
方
…
市
役
所
地
域
福
祉
課

（
北
庁
舎
１
階
）
②
赤
羽
根
地
区
の
方
…

赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
③
渥
美
地
区
の
方

…
渥
美
支
所　

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

障
害
者
に
対
す
る
虐
待

迷
わ
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　

障
害
者
を
虐
待
か
ら
守
り
、
ま
た
そ
の

養
護
者
を
支
援
す
る
た
め
、
障
害
者
虐
待

防
止
法
（
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者

の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法

律
）
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
法
律
に
よ
り
、
養
護
者
（
家
族
や

同
居
人
等
）、
福
祉
施
設
従
事
者
、
使
用

者
（
雇
用
主
等
）
か
ら
虐
待
を
受
け
た
り

◦
通
報
窓
口

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

※
夜
間
・
休
日
・
年
末
年
始
は
、
市
役
所

（
代
表
）
☎
22
局
１
１
１
１

◦
相
談
窓
口

▼
田
原
市
障
害
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
23
局
３
８
１
２

23
局
３
１
１
０

家
族
介
護
の
た
め
の
ハ
ー
ト
フ
ル

ケ
ア
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す

　

家
庭
で
で
き
る
介
護
の
知
識
と
技
術
を

身
に
つ
け
ま
せ
ん
か
。

▼
対
象
＝
介
護
・
福
祉
・
健
康
に
関
心
が

あ
る
方　

▼
日
時
／
場
所
／
内
容
＝
表

の
と
お
り　

▼
受
講
料
＝
無
料　

▼
定

員
＝
20
人
（
先

着
順
）　

▼
申

し
込
み
＝
10
月

29
日（
水
）ま
で

に
、
電
話
ま
た

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場

合
は
、
住
所
・

氏
名
・
電
話
番

号
を
明
記
）

▼
高
齢
福
祉
課

☎
23
局
４
６
５
４

23
局
３
５
４
５

法
務
局
市
民
講
座
を

開
催
し
ま
す

　

暮
ら
し
の
身
近
な
法
律
問
題
に
つ
い

て
、「
市
民
講
座
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
11
月
19
日（
水
）午
後
１
時
30
分

～
４
時（
午
後
１
時
開
場
）　

▼
場
所
＝
豊

橋
地
方
合
同
庁
舎
６
階
会
議
室（
豊
橋
市

大
国
町
）　

▼
内
容
＝
「
相
続
」「
遺
言
」

▼
講
師
＝
公
証
人
・
法
務
局
職
員　

▼
定

員
＝
60
名（
先
着
順
／
事
前
申
し
込
み
が

必
要
）　

▼
受
講
料
＝
無
料　

▼
申
し
込

み
＝
電
話
ま
た
は
直
接
／
11
月
５
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
か
ら
予
約
受
付
開
始

※
公
共
交
通
機
関
で
の
ご
来
場
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
総
務
課

☎（
０
５
３
２
）54
局
９
２
７
８
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■家族介護護のためのハートフルケアセミナー
日時／会場 内容

11／17月
13：30～16：30

田原市役所 大会議室

手浴・足浴を通じて学ぶ
部分浴の効用

11／18火
13：30～15：30

田原福祉センター
大会議室

家庭で注意すべき感染症対策


